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大 拓 哉野

いかにという

は、こうし

その他にみられる

を、時に他の専門職倫明や法的責任としての

門家一責任J等も視野に入れつつ、/H来得れば批判

的に捉えl白:すことを企凶するものである。ちなみ

に、以下では、 2において、社会福祉士などソー

シャルワーカーに関わる新i日の「論理綱領Jと

として開われ得る貰任に関して考察し、 3

る

われは平和を擁護し、人権と社会正義の原則に期 どうかを検討するりさらに、 4において、あらた

り、サービス利用許本位の質の高い福祉サービス めて規範という視角から「倫理綱領Jを検討し、

の開発と提供に努めることによって、社会楠祉の 最後に、らとして、若干のまとめを試みることに

推進とサーゼス利Hf者の自己実現をめざす専門職 なろうり

であることを五明するJという高らかな舟己規定

に出会うりしかし、ここまで高らかであると、

って、 j柔和感を覚えはしまいかり

ソーシャルワーカー

をめぐってもこ

の感慨を抱いた1)むその第・は、ソーシャルワ}

カ…を「専門職」だと自己規定する、まさにその

自己規定の仕方に対する埠和感であった。第二は、

そもそも、ソーシャルワーカーは、かくも高らか

な自己規定を行えるほど強い砕を社会との間で有

しているのかという疑問であったりそして、

は、(註持、 f治理纏領J~こ関するものでこそない

詩人よ存広く、利用芸-といかに向き合うべきかと

いう点で通底すると考えられるところ、)Iソーシ

ャルワーカー資格は、たとえば阪師や看護婦の資

格のように、それがなければ生命の安全や健康保

持に直接かかわるものではない。したがって、『そ

れがあれば望ましい1という名称、独15の資格がも

引ともなじむものといえるJ(傍点:引用者)三)な

どとはいわれるものの、その場合、奇も

というからにはヰ黙求められて然るべき

2 r倫盟綱領Jと f専門職」としての議任

ろう

そこにおいてJ専門職Jとしてめざすところ

会福祉の推進とサーピス利用者の自己実現Jだと

されるが、なるほど、この日標日体は抽象的で、は

あっても的外れではなかろう口しかし、ぞれがい

かにして達成されるというのかとみれば、ドド和

を擁護Jすること、

ること、そして、

い福祉サ…ピス

るということにはなろうむこれらのうち、三書行

については、 f務めることJと、表現自体、殺え

めにも、努力義務であり、また、内容としても、

必ずしも過大で非現実的とまではいい得ないのに

比べて、前ニ者については、そもそも、その許行

を子女させ得る「専門職Jなどこの地上に存在す

るのかとの疑問にかられずにはおかれまいり思い

こせば、この種の誇張ともいうべき

まq た訳でもなさそうで、かつての
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綱領」にしても、「われわれソーシャルワーカーは、

千和擁護、個人の尊厳、民主主義という人類普遍

の原理にのっとり、福祉専門職の知識、技術と価

fl~観により、杜会福祉の JÎIJ上とクライエントの自

己実現を日ざす専門職であることを言明する」と、

今日の 12005年綱領」に通ずる高い調子を布して

いた。のみならず、これらどちらの倫理綱領にし

ても、誇張ともとれる部分は、それ故に、去[Jって、

何を百わんとしているのか掴みがたくもある。例

えば、 11986年綱領」は「ソーシャルワーカー」

が「平和擁護、個人の尊厳、民主主義という人類

普遍の原理」に則ると、いとも簡単にいってのけ

るけれども、そもそも、これらの原理は、理想と

して則りたいと願うことはともかく、(それが何

であれ)一専門職が軽々に則るとか則っているな

どといえてしまえるような程度のささやかな原理

であっただろうか。あるいは、仮に、そのような

部分を冗語として除いたとすると、実は、ごく当

然のことを当然に述べているにすぎなくなるので

はないだろうか。

だが、それで十分なのかもしれない。 12005年

綱領」を例にとれば、いっそのこと、「われわれ

は」、「サービス利用有本伎の質の高い福祉サービ

スの開発と提供に努めることによって、社会福祉

の推進とサービス利用者の白己実現をめざす専門

職」でありたいとでも謙虚に IH明」しておけば、

地味かもしれないが、おそらく、十分に意は尽く

せたであろう。にもかかわらず、「平和を擁護し、

人権と社会正義の原則に則り」などと過剰に言葉

を飾れば、却って、当然のことまで虚偽や虚飾で

あるかのごとく響きかねまい。翻って、それはま

た、おそらく心ならずも、平和や人権や社会正義

そのものに対する胃潰にもなってしまうようにさ

え思われてならない。

ところで、「専門家」ゃ「専門職」に関しては、

かねて、盛んに議論されてきたが、なかでも、そ

の先駆的な論考は、 (1専門家」の訳語が充てられ

る)1プロフェッション」について、「学識(科学

または高度の知識)に裏づけられ、それ白身一定

の基礎理論をもった特殊な技能を、特殊な教育ま

たは訓練によって習得し、それに基づいて、不特

定多数の市民の中から任意に呈示された個々の依

頼者の具体的要求に応じて、具体的奉仕活動をお

こない、よって社会全体の利益のために尽くす職

業」だと「似の定義」を与えるぺまた、別の論

者は、かくいうプロフェッションの 5つの要件と

して、 a. (業務に関する一般原理の確立とそれに

基づく技術宵得のための)長期間の教育と訓練の

必要性、 b. 免許資格制、 C. 職能凶体の結成と

t'f律性の確保、 d. 常利性の排除、 e. (側々のプ

ロフェッションとしての) 主体性ないしは独立性

を挙げたうえで、これら「一一五条件をすべて具備し

たものが fullor true professionJ、「その一部が

欠如しているものを semi-ornew professionJ と

[5Z別し、「医師、前科医師、弁護 t:、公認会計上、

建築家」を前者、「税理一士、凶書館-iiJ・書、ソシアル・

ワーカー」を後者に合めるのが「今日の段階では

妥咋だと忠われる」とみるヘいわゆる「専門家

責任」なる法的責任が取り沙汰されるのも、実は、

この延長線上でのことである。

ここで、「専門家」という脈絡で何らかの示唆

を得るべく多少凶り道をするが、まず、 上記にい

わゆる「専門家責任」とは、(医師、弁護士、不

動産鑑定士、司法書十:等のように、通常人と異な

り、「一定の資格を要求されて相談業務とか情報

提供業務に携わる人」を念頭に置いたうえで、Hそ

の資格を信頼して-定の業務を依頼した相手方が

受けた鼠宮-およびその資格に基づく行為を信頼し

た第三者が受けた損害に対して負うべき責任」日)

と定義される。ただし、 A 括りに「専門家」とは

いっても、一方では、医師や建築家のような「実

行型ないし請負型」と呼ばれる類型があり、他}j

では、弁護士、司法書士、 L地家屋調査:1:、公認

会計士のような「相談型ないし委任型」と呼ばれ

る類型が区別される6)。しからば、 a) われらが

社会福祉 t:などソーシャルワーカーは「専門家」

としてはいずれの類型に属するのだろうか、そし

て、 b)似に、「専門家責任」を問われ得るとしたら、

どのような責任を・どの程度問われ得ると想定で

きるのだろうか。

とりあえず、 a) については、社会福祉士など

ソーシャルワーカーの主たる職務を、いわゆる相

談・援助(社会福祉上ならば「社会福祉.t:及び、介

護福祉士法J7条にいう「相談援助」、すなわち、

「相談に応じ、助託、指導その他の援助を行うこと」

[ I司法 2条 1項])と考えれば、「専門家」として

一 2-
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は「相談型ないし委任型」とみた方が適当であろ

う。だとすると、 b) については、同じ類型に属

することになる弁護士の場合、その責任が問われ

得るのは、大別して、弁護士と依頼者との聞か弁

護士と第三者との間とは考えられ、さらに、この

弁護 f:・依頼者間で、弁護士の責任が問われ得る類

型として、①「期日・期間慨怠型」、⑧「独断処

理型」および⑨「説明不卜分型」が挙げられる。

おそらく、社会福祉士などソーシャルワーカーに

ついては、これらのうち、①、⑨に該当すること

とであり得なくもなかろうが、やはり、相談・援

助職という限りでは、少なくとも、⑧の類型をは

ずすことだけはできないであろう。

しかも、弁護士については、⑬〉の類型をめぐっ

て、一方で、法律相談における[ql答は、本来、相

談者に対して何ら拘束力を伴わず、相談員から相

談者に対する指導、助計の域をlHず、また、その

採百は最終的には相談者，'，身の決定に委ねられる

が、さりとて、「相談員が故意に不当な意見を述

べて相談宥を誘導した場合とか、同答が通常法律

相談に期待される助言ないし指導としての適切さ

を著しく欠くものであるとき、もし相談者がその

同符を信頼して行動したために指需を被ったとい

う事実が発生したならば、右相談者に故意、過失

があるとして不法行為成立の余地もあるj1)とい

われる。他方、依頼者との間での委任ないし準委

任と Hされる契約関係の下での弁護士の責任につ

いては、「一般に受任者は、委任事務を処理する

に当たり、善管注意義務を負うが、弁護上のよう

に受任者が専門的な知識、経験を基礎として依頼

者から事務の委託を引き受けることを業としてい

る場合には、この蕎管注意義務は平均的な水準の

専門家を基準とする高い程度のものになると解さ

れるjとして、弁護士に助言義務違反があるとし

て損害賠償責任が認められた事例8)もある。

もとより、以上は、仮に「専門家責任」が問わ

れるとすればとの想定の下、(おそらく社会福祉

L-などソーシャルワーカーも|司じ「型」に分類さ

れるであろう、)I相談型ないし委任型」の「専門

家」である弁護士に関する理論状況を瞥見したの

だが、実際には、今のところ、社会福祉士などソ

ーシャルワーカーについては「専門家責任」の議

論はなされてはいない。とはいえ、有も、彼らが、

3 

まさに、「専門的な知識、経験を基礎として依頼

者から事務の委託を引き受けること」を業とする

「専門家」たらんと欲するならば、また、「相談・

援助」をその主要な働きとするのであれば、以上

からは、(とりあえず法的責任の部分は措いたと

しても、)少なからず示唆を得られるだけでなく、

得ねばならないところではあろう O

さて、ここまでのところ、敢えて回り道をして

きたが、再び社会福祉の世界に日を転ずると、社

会福祉士などソーシャルワーカーの責任が取り沙

汰されるについては、「専門家責任」のような法

的責任というよりは、むしろ、「倫理」に関して

責任を問われることにはなるようである。例えば、

法学的にみれば、道徳、や倫理には制度を形成する

機能は考え難い9)のだが、そんなことには関わり

なく、「近年、社会福祉改革の一環として倫理的

課題を合み込んだ制度が生まれてきている。たと

えば権利擁護は、権利を守るという倫理を事業の

中に組み入れたものである。J10)などとはいわれ

る。

というところで、次の論述には注意しておきた

い。いわく、「プロフェッションという名の職業

はな」く、「ある者は医者であり、弁護士で、あり、

ソシアル・ワーカーであるJoIプロフェッション

という言葉はいわばこういう職業に対して、あと

でつけるレッテルみたいなもの、もう少しいえば、

一種の形容詞で、医師はプロフェッションだ、弁

護士はプロフェッションだと言うふうに使う」。

「だから、ある職業がプロフェッションかどうか

という評価を下しているわけで」、「では、だれが

評価するのかという問題になるが」、「私はこの問

題について、プロフェッションかどうかというこ

との判定者は、実は社会一般だというふうに考え

たいJll) (傍点:引用者)という。

そうすると、ある職業がプロフェッションかど

うかということに関しては、その職業の従事者と

判定者たる社会との聞に次のような関係があるの

ではないだろうか、育、なければならないのでは

なかろうか。まず、社会の側からすれば、およそ、

「素人が専門家に仕事を頼むのは、『仕事の内容が

高度に専門的であるから自分ではできない』ある

いは『自分でもできるが専門家に頼んだ方がより

良い結果が導かれる』という考慮に基づくもので
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あろうから、専門家には、本来的に素人よ持も高

度の能力・技術を発揮することが期待されている

と日-うことができムそうだからこそ、仮にも、「専

門家に頼んで失敗されると、専門家なのに許せな

いと感じるのが一般的であろうj12lとまでいわれ

るの勢い、専門家に「高震の注意義務Jが課され

る理由も、おそらく、このあた乃にあろう

また、針えば、

常人に普通求められる以

がj英附に対して裁判上課せられる法的披拠につい

て、「医師は人命をあずかる仕事に従事するもの

であることがその・つの根拠といえようJとは認

めつつも、 fそれだけにとどまるものではあるま

い i土いい、棟方で、「人命とはかかわりない業

についても

られ、あるいiまそうすべきもので、あるとす

るならば、他の根拠が模索されるべきで、あろう

というのかくして、人命に関わるか否かには関わ

らない、専門家なるが放の責任の厳格化傾向そ

のものの、まさに、「その根拠として挙げられる

べきは、(…) r専門家』の職業に対する現代社会

らびに倍々のクライアントの、

々のブロブェッション

事長にあるといえよう

思うに、専門家が専門家であるが故に貴校を間

われるのは、以仁でいわれるような社会の側から

する「信頼Jと裏腹の関係にあるのではないだろ

うか。また、本稿で取り _l'.げた、新l日どちらの「倫

にしても、彼らソーシャルワ…カーには、

や 11罰i別・兵{本的

が社会やクライアントの鱒から寄せられて

いるといった強い思いなしに辻、さまで高らかに

言い放てまいと考えずにはいられない。そこで、

果たして、そうした強い思いは単なる一方的な思

い込みではなく、ソーシャルワーカーは「一般的

や「個別・凡体的信頼Jを本'1]に勝ち得

ることができるのだろうかり

3 r倫理額領jと一般社会からの告頼

一般に専

と ここでのキ…ワ…

ーカーが社会やクうイアントの側から符られてい

るのかどうか、言い換えれば、杜会との聞で強い

幹を有しているといい得るのかどうかを次に検討

してみなければなるまいり

すると、

責について一般社会の理解を深め、その部発につ

とめる(!IiJ文第 2段落)といい、「ソーシャルワ

ークの知識、技術の専門性と倫理性の維持、向上

がj、「クライエントは勿論、社会全体の利益に官

接iこ関連していることに鑑みJ(同第 3段部)る

といむ¥さらには、 門職としての行動に

ついて、

るJ(1斗第 4段溶〉という。また、ソ…シャ

ルワーカーの「業務進行によって待た専門職業上

の知識を、クうイエントのみならず、一般車以の

社会保泊の向上に役立てるため、行政や政策、計

画などに積械がjに反映させるようにしなければな

らないJ汀行政・社会との関係J2) ともいう

においても、「この専IUj

とっ

の職責についての骨支社会及び

め、その啓発に努めるJ(前文第 2段務)とか、iソ

ーシャルワークの知識、技術の専門性と倫用性の

維持、 lu1-上がJ、「社会全体の利益に官接に関連し

ていることを認識し、本綱領を制定しでこれを遵

4段部)などとして、

されているひまた、

よれば、 fアイデンティテ

ィとは、 nらn覚する白我縁であるとともに、

者から求められたり、期待されたりすることによ

って形づくられる客観的な橡でもあJるから、

会福祉 1:が他者から専門職として認められ、他者

から弘える社会福祉士像を構築するためには、他

記のように、汗専門家jの職業に対する現代社会 せる工夫jが必要になjるといい、 f鰐えばこの

の一般的信頼性ならびに個々のクライアントの、 倫理綱領や行動義範を用いて、自らの大切にして

々のプロフェッションに対する個別・具体的信 いることやミッション・ピジョンなどを

… 4… 
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向かつて説明し、啓発していくこと」も

社会福祉士の職業上の責任だといわれる

以上からは、少なくとも、社会福祉 J:などソー

シャルワーカーという「専門駿jの側に、

賞について「一般社会及び市民Jから理解

それを探めようという ること 党

ょう。しかし、だからといって、そのこと

はただちに、双方にとって同械な重みを以て受け

11-，められることになるとは限るまい。すなわち、

社会福祉士の鱒にしてみれば、 11主者から必要と

される力量を在していることを f見せる

として、 f白らの大切にしていることやミッショ

ン・ピジョンなと守を一般社会や市民に[n]かつて説

明しJていくことも、 f啓発していくことJもい

も必要だとしても、だからといづて、「一般

社会や市民Jの到にしてみれば、果たして、わぎ

わざ「啓発j してもらわねばならないものなのか

どうかは謀関なしとはしまい仔持家」すなわち

を啓く jといわれなかっただけ良しとしな

ならないとしても)ここにおいて、社会福祉士

などソーシャルワーカーは「一般社会や高民Jか

らの理解を得んとして熱い視線を注ぐ必然性は十

分にあるだろうが、「‘般社会や i首長」の側から

すれば、 fこの専門職がこれからの福祉社会にと

って不可欠の制度であるjとは必ずしも考えてい

ないこととて、これまた十分にあり得る。ぞれ故、

12005年綱領Jr詩文でいわれるように、社会福祉

士の側が「専門職社会福祉 Lの職責についての一

般社会及び市民の理解を深め、その存発に努める

にしても、ぞれは、まさに、何は措いても、

般社会設び市民の期解を深めjることこ

あり、また、それあってこその「啓発jのiまずで

はあろう。決して、 f一般社会や市民に向かつて

し、件発していく jと、あたかも当然のごと

く解説されるような類の話ではないように思われ

るO 上記の f解説Jは、謙虚なように見えつつ、

そこに、ある種の押しつけがましさが感じられる

と討えば言い過ぎであろうか。

このようなとき、プロアェッション

方と一般社会の側の捉え五の聞にズ

ないことに注意を喚起する、次なる指棋は鋭い。

いわく、「ブロブエツションは社会の中で特殊な

地位と特権を号えられている集団であり、告分ら

5 

る集団内でよしとする準則にそって行動し

ていさえすれば、社会的に責任を関われない(免

立される)、すなわちプ口ブェッションの倫理と

市民の愉理とは領域を異にした異質の論理であ

る、とする考えもあるJ そして、「ブ口ブエツ

ションの鎗理は、民家の鵠からはプロブェッショ

ンの責任を加重するものと考えられるのに、ブ口

ブょにツション側からは、責任を軽減するもの、な

いしは免責のための理山づけなu試ification正当

化)の期くゥとして用いられることがある点に注

意を要する。論理は社会奉仕のためでなく、自己

防衛の道其とされる、という奇妙なパラドックス

をふくんでいる」。しかし、「ひとりよがりの自問

つてはならず、ひろく社会の率直な

にたえず自己反省をおこないつつ、倫理の内

容をもりたてていかねばならないで、あろう」附と

いう口(ただし、「事前な批判jが社会の側から

せられるなら、それはまだ期待を寄せられている

証左ではあろうから、まだまだ幸いとせねばなら

ないのかもしれな

もとより、ここでは、 12005年綱領jなどがま

さしくそのようなものだと断ずるものではない

が、ただ、危慎や懸念という次元で一つ記してお

くとすれば、 12005年綱領Jが、 IN.専門職とし

ての鵠理責任jの 13. (社会的信用の保持)Jの

項で、 f社会福祉れま、 f患の社会福祉上が専門職

業の社会的倍加を損なうような場合、本人にその

事実を知らせ、必要な対応、を促すjとし、また、

それを受けて、 f行動規範JのN. の3-2. で

会福祉士は、 f患の社会福祉士が非論理的な行動を

とった場合、必要に応じて関孫機関や日本社会福

祉士会ぷ対し適切な行動を取るよう働きかけなけ

ればならない」と規定するところには敢えてこだ

わっておきたい。一言でいえば、〈先iこ引用した

詰ir文における高らかな自己規定を引き合いに出す

までもなく)この箇所は、まず、規定自体として

トーンが低く、前切れも悪いりしかし、そ

でなく、以前の 11986年端領j中の「機関と

の3にいわく、「ソーシャルワーカーは、も

し阿保がクライエントの手を侵害したり、専門

職業の声価を損なうようなことがある場合は、そ

の事実を本人に指摘したり、本協会に対し規約第

七条に規定する措撞をとることを要求することが
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できるJと、より其体的に規定されていたところ

に比しても、後退のj惑は否めまい。

そもそも、 r1986年綱領」中の規定にしたとこ

ろで、それ自体のトーンを下げていたのは、同僚

によるクライヰントの利害の侵害といった重大な

事態を目の当たりにしながらも、せいぜい本人に

を、

からではあっただろう。その場合、

しかも断闘として、同僚本人に「指摘jすること

や協会に措置を|要求Jすることを義務づけなか

ったのか、[クライエント」やその「利害Jとは

j所詮その程度のものとしか位置づけられていなか

ったのか、はたまた、そうした不徹底な対応では、

むしろ、 f専門職業の声鍾jといっ

われたままに終わち試しないのか、

なかったわけで、はない。しかし、それにしても、

r2005年綱領Jでは、「必要な対応jといい、また、[行

動規範Jでは、[必要に応じて」とか、「漉切な行

動Jといった峻昧な表現が日に付く。 後述するよ

うに、 r1986年桝領J中の「機関との関係Jの3

にいわゆる日本ソーシャルワーカ…協会の「規約

を

担保するうえ

ではあるとしても、さりとて、

動規範Jより明確ではあったように忠える。

かかるところ、 r2005年綱領Jとその「行動規

範Jの「解説Jはいう口「社会福祉土は、他の社

会議社士が論理綱領を遵守せずに利用者の不利益

、ている場合や、明らかに行動規範仁違反し

ている場合、本人に通告し、改欝を促すことが必

要jである 17)、と。しかし、実搬には、

にも「行動規範jにも、それが[改轄を

とだと誰もが了知できるような文…誌は見当たらな

いのではなかろうか。「倫理綱領Jでは、「本人に

その事実を知らせ、必要な対応、を促す」とだけ記

されてお号、「行動規範jでは、こうした本人へ

きかけではなく、関係機関や訂本社会福祉.+:

会に対して[適切な行動を取るよう鍛き

ことが求められている ぎなし

た、さらに、こうもいうの f入は変わることができ

るし、[変わる可能性をもっていJる。[その可能

を ~I き出すためには、仰が望ましくないことな

のかを当人が納得していることが重要であり、

ましくないことjに関して専門職関でコンセンサ

スが得られていることが大切Jである。「改蓄を

促したにもかかわらず本人がその行動を改めない

ときは、職場なとfの関係機関や会に対し、当人が

適切な行動をとるように働きかけることが求めら

る18)、との

は、 3-1.で¥

をそこなうような

行為があった場合、行為の内容やその原因令明ら

かにし、その対策を講じるように努めなければな

らない。」と規定する口「務めなければならないJ
といわゆる努力義務にとどめる点はさておき、概

ね、その賜皆に輿論は出まいむにもかかわらず、!解

ように記すとき、そのときもまた

といくだろうかりいわく、

務のつながりのような強い縛りの中にいた号、

能団体が法的な権限を存しているわけではjなく、

(社会福祉上)r会は、職能団体として会員に論理

綱領を欝約することを求めるという縛りを設けて

おり、[会員への苦情等に対応するシステムjを

有しているにすぎJない。「このシステムが会員

を擁護する仕組みとし

時jの機会jや f不線中し

をかえればこのシステムは、

自ら律するための焦点を明らかにし、

ていくための対策を講じるものだといえJ(傍点:

引用者)るlへと O

まず以て、備瑚というものに本来的に期待され

る儲きからすれば、ここで述べられていること

臼らJ(そして、おそらくその

いる探りでは、

して、 r2005年縞鎮jは、

人権を授努し、 f~意的・作為的な対応によって利

用者の利誌を損なうことがないように、文書化し

た倫瑚綱領によって社会福祉上に行動規範と責任

を課し、かつ望ましい態度による実践を求めるこ

とで利用者を擁護すること」を以て倫理綱領採択

となす。

とりわ N. 

の-つのキ…ワ」ド;ま

だとは見えるところ、そのことは、次の

ようにも確認される O すなわち、「社会福祉士の

6… 
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誠実な実践によって、わが国における fソーシャ

ルワークの業務内容jを、利用者や市民、他の専

門職に明確に伝え、用解を得ることが求められ」

るのであり、 Ir社会的信用j とは、社会福祉 i二が

した実践を提棋することにより、

され、

は、また、「輪開網領」の語義について、「専門職

として遵守すべき掠準や価値や任指すべき自我橡

として示したものjとはいい、「ソーシャルワ←

として社会的J承認を得て、その;地{立を

をもつことが不可欠

であるJ21)とし為われるところにも速なる

それにしても、一方で、本稿臼誠に掲げた 12005

年綱領j前文の引用部分において高らかに自己規

定を行っただけでなく、事ら、職業的利害

して上記の女11く述ベゥつも、他Hで、

るシステムJにしても、

を自ら律するための焦点

を明らかにし、れら納得していくための対策を講

じるものJ(陽点:引用者)釦などと個々の社会

Lの倫理.的対応北委ねるのでは、いわゆる芋

の感は否めないのでで、lは£なカか、ろうかりそして、

このようなことでで、¥、 .骨奇般支社会とのi開母で

築けるのだだ‘ろうかひ

4 規範としての f倫班縞領j

に関しては、「論理綱領jとはそも

そもどのような規範なのか、と問うことがあらた

めて必要にはなってくるよう

そうしたところで、前述したように、 11986年

綱領Jから 12005年綱領Jへの移行は、その遵守

を担保するという点では後退ではないのか、との

じ得るかもしれないりすなわち、

では「機関との関係Jの3で、日本ソ…

シャルワーカー協会の「規約第七条に規定する措

置」を求めることができる昏が規定されているの

に対して、 120051'ド綱領jで辻、「必要な対応 iと

いい、また、「行動規範jでは、「必要に応じ

とか、[適切な行動jといったi殴昧な表現が[]に

くだけだからであるむ

を自らのうちに有した 11986'$綱領Jの方が12005

よりもその遵守を確保するにつし

であるとは般にはいえそうもないりすなわち、

12005年綱領j辻、それ白体においてこそ前述の

ような表現にとどまるが、ぞれとは割に、村:t=司法

人日本社会福祉士会としては、その定款第12条に

会員の除名の規定を存するだけでなく、

i:が利用者等から持らかのクレームを受けた場合

に向けた、時名を合む対応のシステムを:むしてい

るからでもある。

ここで¥思い起こさせられるのは、ほかでもな

い、次のような指捕であるりぞれは、「弁護士総

煙についても、阪療論理についても、特疫の差は

あるが、懲戒事由とそれぞれの職能団体がれ主的

に制定する職務行動基準とをストレートに結びつ

けることに前極的な傾向が強j く、その理曲とし

て、「白律的な倫理と強制的な法という対比的な

り礼的に用いられてい

ることが多いJ とみる口それはまた、

に吋、資格・業務に関わる懲戒処分は法的な問題

であり、処分事由を本来自律的であるべき職業儲

理規範とリンクさせることは、倫理によって処分

対象をいわばふくらませることであり、岳

であるべき職務活動を正追し、職業選択の告白な

どの基本権の説書で、あるという

け加える。

だとも付

および「行動視範Jをみた場合、

そこには、弁護上倫理についてかねていわれてき

たような、「自律的な信理と強制的な法Jという

対立図式は必ずしも色濃く反映していると辻見受

けられない。しかし、白覚的であるか去かは不詳

自律的な倫理jとしての 12005年綱領j

としての円三動規範」との間で、

されているように見受けられなくも

ない。それは、 r1986年網領Jから

への移行によゥてもたらされたことでもあるが、

地方では、いわゆる「ヅ口ブェッショナル倫開j

の一ついは数えられる f弁護 f:儲理」が辿った途

とも少なからず重なり合おうりすなわち、その名

も「弁護士倫埋Jと題された、その規範辻、 1990

日弁連の総会洗議で定められたが、ぞれ自体

ただし、この点、除名につながる「規約第 7条 は「会別」で誌なかったが故に、弁護土法56条 1

に規定する措世jを求めることができる皆の規定 項で懲戒事由の・つとされる、弁護士j去や所属弁

7-
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護士会ー日弁連会則への違反には巧たらず、せい

ぜい、その他職務の内外を問わず「その品{立を失

うべき非行Jなる懇戒事由にいう円品伎を失う

べき非行jとされるべきか存かを判断する際の資

料のひとつとなることがあろう J25)といっ

主であったむその哉、司法制度改革の中で、

2004年11月の日弁連臨時総会で「弁護士職務基本

規程」加が「会親Jとして制定されJ弁護士倫理J
は廃止されるに至った。ちなみに、全日輩出条か

ら成る本規視は「基本的に懲戒につながる義務規

と[弁護士として職務を行うにあたっての理

想的なあり方や指針を示すにとどまる努力規定j

を含み、諒者への違反のすべてが直ち

象となるわけで、こそないが、少なくとも

として処分の対象とはなり得、かくして、[弁

護士会が自主的に定める職務行動規準と懲戒処分

との制攻的連動性が認められることになっ

とiまいわれるり

とはいえ、社会福祉上などソーシャルワーカー

の倫理を、弁護士愉理や医機能理などのいわゆる

「プ口ブエツショナル倫理Jのうちに含めて考え

たいならば、そうした論理についても、また、法

についても、むしろ、その多様性に留意して、「自

律的な備調と強能的な法Jという単純な対比国式

からの脱却の必要性が次のように説かれることに

を要しよう c いわく、「プロフェッショナ

は、具体的内容として、「弁護士や医師

のあるべき理想録やその備えるべき資質・徳性を、

抽象的

会どの強制的サンクションの根拠となる

義務や責任を、一般的なル…ルとし

るものまで、多様なものが合ま

規定方式として、「自律的に遵守されるべき

規範と、その違反が強制的なサンクションにつな

がる裁決規範との重弱構造をもっていることが、

ブ口フェッショナル倫瑚における自律と強制、

瑚と法との関部の全体的な理解を難しくしている

重要な要因である 28)とはいわれる。また、これ

とは別に、弁護止論理を論じる際に、「そのすべ

ての規範が法であるか、あるいは論理であるか、

の二者択一しかない、というような思考に

るのは避けるべきなのであるj29) といわれること

にも留意しておきたい。

ここからすれば、社団法人日本社会福祉 1:会と

して、その定款第12条に会誌の除名の規定(，(1) 

本会の定款又は規期に違反したときJおよび，(2)

本会の名誉を議つけ、又は員的にfえする行為をし

たときを有すること、そして、会自体としては、

して、正会員が会の定款と檎煙縞領を遵

ることを「正会員の入会に関する規期Jに従

って誓約しており、また、会は、そうして倫理縞

領の遵守を誓約した社会福社十七を以て会員として

いることから、倫理綱領の遵守を約した入会規則

への連反を以て験名を正当化することを導き出せ

るのかもし

このほか、会では、社会福祉士が利用者等から

何らかのクレ…ムを受けた場合に向けた、除名を

含む対応のシステムを有する。とはいえ、ここで

戸惑うのは、「このシステムで関われるのは、あ

くまでも論理的問題であり、法的根拠を審査・

議するもので、はなく、処分することをは的とする

ものでは」なく、むしろ、「このシステムは、行

動規範を明らかにすることによ与、会員を

することを吾的としていjる(傍点:づ

される:lllからではある。

確かに、かの弁護士倫理に関して辻、次のよう

にもいわれた。すなわち、「弁護上論理にかかわ

る規範は、そのすべてが法律的規制になじむもの

ではない、とまで断定したのでは適切を欠く j制

ものの、「そうであるからと言って、反面として『弁

護士倫地jをはじめ関連の自治的規範のすべてが、

f弁護士の行為の道徳的規出jからすっかり

してしまい、〈法律的規則〉以外のなにものでも

ない規範体系に化体する一一そうなちなければな

も、これまたいまなお

ラザルj成り行きを言うものであろうJ3:じとっそ

るこの理から類推し、例

えば、市;会福祉士の論理にかかわる幾範はすべ

て法律的規制になじむものでiまないとは断定でき

ず、反対に、倫瑚綱領等の自治的規範のすべてが

を脱して法律的規則以外のなにもので

もないと思い込むのも適切ではない¥とでも泣

い換えたとしても、上記の)i惑いは解消されない

であろう。というのは、「このシスチムで関われ

るのは、あくまでも鎗理的問題であり、法的課拠

を審牽・審議するものではなく、処分することを

-8-
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(3的とするものではJないものが、それにもかか

わらず、何故、輪名を含めた処分へと連動するの

われる

ることだ

民的なので;まない、というのであれば、多少

なりとも合点試ゆくが、それを、 fあくまでも

理的問題jと弓い切り、「処分することを日的と

するものではjないと断言する眠りでは不分明き

は拭い去られないのではなかろうかの第一、「処

分することを日的とするものではjないとされる

にもかかわらず処分されることがあれば、そうし

た処分についての責任感が希薄だといわれても致

しjjないのではないだろうか。

5 結びにかえて

そして、[⑥テストか学歴に基づく社会的構認J
だという :14)。これらのうち、わが[:EJの貧弱な現状

にあっても具体的に該吋するものは、 上記の(主)、

(長)および⑥だといい、倫開綱領Jはそこに合

められる加。

しかし、管克ながら、備理綱領が取り上げられ

るについての，・つの特融は、 1'，記とも共通する

が、要するに、

ようにjglえるひ拶IJえば、

されてきたものの多く

をおいており、

いる。そのことが専門

けられてきたつの照rtJであり、倫理綱領をもっ

ているJ:mといわれる日あるいは、事典において、

杜会福祉 1:の頃日で、川l本ソーシャルワーカー

協会と共同で『ソ…シャルワ…カーの倫理綱領J
を持ち、社会佑'I十11:援助職としての倫均的責任を明

確にしているJ:18)と述べるのもその例に:当たるで
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「社会正義」、「組織への倫明責任J、
の倫理責任」等々を深く掘り下げようと

みではあろう O これらから大いなる示唆が得られ

ることは言を挨たないのだが、法学を専攻する筆

えて、「倫瑚綱領Jが

与が析出される論考で

るひところが、本稿執筆

いたのも、

献ではあり、そのことは、勢い、

曹倫理の文献等に多くの教示を期待するところと

もなった所以でもある口

ところで、最後に、規範としての

に関して、今後、取り組むべき課題を三つ呈示し

自律的な倫理と強制的

という従来の同定的な見}jでは対応しかね

るのだが、その一つは、{ブ口ブエツショナル倫

どのような仕方で関与すべ

フェッ

る。た

だし、日去化jといっても、国家法レベルのフォ

ーマルな法だけでなく、「行故的;焼制や団体の白

L規制といったインブオーマルなものも含めてj

であり、その場合、「最近、フォーマルな国家法

以外のインフォーマルなソフト・口ーの役割jが

注目されているが、「ブ口ブェッショナル倫用j

は fこのようなソフト・ロ}が重要な役割を果た

な領域なのであるJ11lといわれる
ひかれないわけにはゆか

なし

いま一つは、

する指摘なのだが、

の表組のもとに成一文化されたも

となるものではなJく、 f弁護士法その地の法令、

弁護 1:会の会規、会則、決議、宣言、綱紀事件懲

戒事件の先例、弁護J:の職務 Lの慣宵等を!よく法

源とし、これらに表れた弁護 1:の意識を体系づけ

ることにより、その全体像を浮かび上がらせるこ

とができるJといわれる12) これをそのまま社会

どソ…シャルワーカーの場合にあてはめ

さておき、こうした提え方は、お

しているjとされることに



社会福令1:における法と論理

きたらず、かかる寮住の a層の明確化とともに実

質化に少なからず寄与できるだろうと考えるもの

である。
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